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１ 現状と目的 

 

 近年，イノシシ等の有害鳥獣が住居集合地域，それらに近接する農地等に頻繁に出没

し，不安を感じた市民からの通報が数多く寄せられており，今後，人身被害などの事故

も懸念される。 

 このようなことから市民から有害鳥獣が出没したとの通報があった場合に迅速かつ

適正に対応し，被害発生を未然に防止するため，連絡体制や出没状況に応じた対応方法

や関係機関の役割等を定めた「有害鳥獣対応マニュアル」を策定する。 

 

２ 対象とする有害鳥獣及び対応地域 

 

（1）野生鳥獣 

  この対応マニュアルの対象とする野生動物は「イノシシ」，「ニホンザル」，「ニホン

ジカ」「クリハラリス（タイワンリス）」「アライグマ」（以下「有害鳥獣」という。）

とする。 

（2）対応地域 

  この対応マニュアルでは有害鳥獣が出没した際に対応する地域は，住宅地，商工業

地域，市街地，学校，公園等の公共施設及びそれらに近接する河川や農地等で有害鳥

獣が日常的に出没しない場所（以下「住宅地等」という。）とする。 

 

３ 住宅地に出没した場合（市民等から情報提供の場合） 

 

（1）市民等からイノシシ等の出没情報を受けた場合，別紙資料 1「通報連絡票」に掲

げる下記事項を聞き取り，整理後，速やかに，関係機関に通知する。 

 

   通報者／目撃日時／目撃個体の種類・状況（種類・状況・場所） 

   負傷者の有無／県や警察・関係機関への連絡有無 

 

（2）緊急を要する場合は，電話にて通知した後，「通報連絡票」にて通知する。 

 〔参考〕 

  農林水産課の連絡先 

   TEL：0964-22-1111 FAX：0964-22-6032 

   E-mail：nourin03@uto.kumamoto.jp 
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４ 住宅地に出没した場合（警察・県から情報提供の場合） 

（1）所轄警察署から通報の場合，通報元の所轄警察署に連絡し，現在の状況を確認し，

職員の現場派遣の有無を確認する。 

（2）宇城地域振興局林務課に電話連絡し対応について協議する。 

（3）必要に応じて警察官による出没付近のパトロールの強化を依頼する。 

（4）引き続き情報収集を継続する。 

 

５ 有害鳥獣の出没状況に応じた段階的な対応 

（1）対応レベル 

  有害鳥獣の出没による危険性や出没地域住民の生活への影響，対応の効率性等を考

慮して，有害鳥獣の出没状況を踏まえた対応を行うため，出没場所や被害の状況，種

類，頭数，有害鳥獣の性別，移動先等に応じて表－１に示す３段階の対応レベルを設

ける。 

 

表－1 

監視レベル 有害鳥獣の出没等の情報はあるが，人身被害が発生する恐れの低い

場合 

（例）・住宅地等に単発的に出没する場合 

・１時間以上前に見かけた場合等 

警戒レベル 有害鳥獣の出没等の情報が数多くあり，人身被害の発生する恐れが

高い場合 

（例）・住居地等に連日または頻繁にほぼ同一の地域において，有害

鳥獣が出没する場合 

出動レベル 人身被害の発生する恐れが非常に高く，緊急的な対応が必要な場合 

（例）・有害鳥獣が住宅地や施設等に侵入，または立てこもった場合 

・有害鳥獣が人を攻撃し，人的被害が予想される場合 

 

（2）対応レベルの決定 

  農林水産課は，有害鳥獣の出没情報を入手した後，速やかにあらかじめ指定した職

員による現場急行班，連絡調整班を発足させる。通報内容には不確実な内容を含むも

のも多いことから連絡調整班は通報者に対して「通報連絡表」で通報のあった内容に

ついて再度確認を行う。農林水産課長は連絡調整班が確認した出没情報を精査し対応

レベルを決定する。 
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６ 対応レベルごとにおける対応方針及び具体的な対応 

  農林水産課は，対応レベルの決定後，速やかに関係機関に対して対応レベル及び出

没情報，依頼する具体的な対応内容を通知する。併せて，市民等への情報提供を行う。 

  関係機関は，速やかに対応が取れるようあらかじめ担当者を定めて対応レベルごと

の具体的な対応内容の把握等に努める。 

関係機関は常に有害鳥獣が出没した場合の自らの役割を確認し，緊急連絡網や住民

等への注意喚起のためのチラシ等の必要な資料を準備しておくこととする。 

  各対応レベルにおける具体的な対応内容は表－２のとおりとする。 

  なお，関係機関は農林水産課の要請に基づき対応することとする。 

 

表－2 

監視レベル 

対応方針：出没状況の入手と情報共有に努めながら，必要に応じて周辺住

民等への注意喚起を行う。 

・出没等の情報を農林水産課から関係機関に提供する。提供を受けた関係

機関は，小・中学校，保育園（所），幼稚園，関連施設に出没情報を提供す

る。 

・必要に応じて現地確認を行い，出没地域周辺の住民に注意喚起を行うと

ともに，生ごみ等，出没する要因が明らかな場合には，撤去を指導する。 

・現地確認の結果，宇土市鳥獣被害対策実施隊による追い払いや捕獲の検

討を行う。 

警戒レベル 

対応方針：周辺住民等への注意喚起を徹底し，有害鳥獣の追い払いまたは，

わな等による捕獲を実施する。 

・出没等の情報を農林水産課から関係機関に提供する。提供を受けた関係

機関は，小・中学校，保育園（所），幼稚園，関連施設に速やかに注意喚起

を行う。 

・必要に応じて現地確認を行い，防災無線等による周辺住民への注意喚起

を行う。 

・現地確認の結果，有害鳥獣の誘因となっている収穫残さや生ごみ，菜園

等がある場合には，自治会や所有者等に撤去または防護を指導する。 

・現地確認の結果，宇土市鳥獣被害対策実施隊による追い払いやわな等に

よる捕獲を実施する。 

出動レベル 

対応方針：周辺住民等への注意喚起を徹底し，有害鳥獣の追い払いまたは，

緊急捕獲を実施する。 

・出没等の情報を農林水産課から関係機関に提供する。提供を受けた関係

機関は，小・中学校，保育園（所），幼稚園，関連施設に速やかに注意喚起

を行い，警察署の協力を得て，安全確保を徹底する。 
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・防災無線等による周辺住民への注意喚起を速やかに行う。 

・現地確認を行い，警察署，宇土市鳥獣被害対策実施隊と連携し，常に追

い払う方向を明らかにし，有害鳥獣の逃げ場を確保した上で適切な方向へ

追い払いを実施する。 

・追い払いが困難な場合には，網，たも等での緊急捕獲を実施し，住宅地

や交通量の多い道路等では，交通整理や人払い等を実施する。 

・網，たも等による捕獲も困難な場合には，警察署や宇土市鳥獣被害対策

実施隊と緊急捕獲（銃等）を協議し捕獲を実施する。 

 

７ 対応の検証と対応マニュアルの見直し 

（1）対応の検証 

  農林水産課は，有害鳥獣の住宅地等への出没対応について，出没状況，対応レベル，

対応状況，課題等をまとめた「住宅地等における有害鳥獣対応に係る報告書」（資料５）

を作成する。関係機関は，農林水産課の資料作成作業に協力することとする。 

（2）対応マニュアルの見直し 

  農林水産課は，有害鳥獣の住宅地等への出没状況の変化や関係機関の組織見直し等に

より，必要に応じて関係機関の意見や提案を踏まえてイノシシ等出没対応報告書の検証

や他の自治体の対応事例等を参考に，より実効性のある対応がとれるよう対応マニュア

ルの見直しを適宜行うこととする。 



【資料１】

□新規　　□継続　　□終了

年 月 日 AM　・　PM 時 分　受信

対応者　所属名：

（　　　　　　　）　 －

令和 年 月 日（　）午前・午後 時

頭

宇土市 □無　□有（部署：　　　　　　　　　　　　）

宇城地域振興局 □無　□有

宇城警察署 □無　□有（　　　　　　　　　　　　　　　　）

宇城広域消防署 □無　□有（　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他 □無　□有

□無　□有

教育委員会 □無　□有

学校 □無　□有（　　　　　　　　　　小・中・高）

福祉施設 □無　□有（　　　　　　　　　　　　　　　　）

TEL　　 ：　0964-22-1111
FAX　　 ：　0964-22-6032
E-mail　：　nourin03@uto.kumamoto.jp

目撃個体の種類

目撃の状況

関係機関への連絡

分頃目撃日時

場所

住所
目撃場所

町・大字

電話番号

通報者

その他の情報

住宅地等における有害鳥獣対応に係る通報連絡表

通報連絡表

農林水産課 宛送信先

宇土市鳥獣被害対策実施隊

令和

項　　目 内　　容

住所

氏名

氏名：職名：

町・大字

男 ・ 女

番地

種類・頭数

大きさ

性別

□市街地　□住宅地　□河川　□農地　□その他

頭数　□イノシシ　□ニホンザル　□ニホンジカ

　□幼獣　□小型　□中型　□大型

　□オス　□メス　□不明

（移動の方向，興奮状態か否か等）

　人身被害　　　　　　□無　　□有〔内容：　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　その他の被害　　　□無　　□有〔内容：　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　□無　　□有

被害の状況

捕獲の状況
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【資料２】

監視 警戒 出動
ﾚﾍﾞﾙ ﾚﾍﾞﾙ ﾚﾍﾞﾙ

□情報の集約・精査 ◎ ◎ ◎
□関係機関・庁内各課への情報提供 ◎ ◎ ◎

情報収集 □現場出動・調査 ◎ ◎ ◎
□地域住民への注意喚起
　　・口頭・チラシ配布など ◎ ◎ ◎
　　・防災無線放送の依頼など ◎ ◎ ◎
　　・ホームページ，SNS掲載など ◎ ◎ ◎
□パトロール ◎ ◎ ◎
□地域住民の避難，交通整理 ◎
□出没個体の監視・追跡 ◎
□追い払い ◎ ◎ ◎
□追い込み・緊急捕獲 ◎

情報収集 □現場出動・調査 ◎
□地域住民への注意喚起
　　・口頭・チラシ配布など ○ ○ ◎
　　・防災無線放送の依頼など ○ ◎
□地域住民の避難，交通整理（迂回路の案内等） ◎

監視 □出没個体の監視・追跡 ◎
情報収集 □現場出動・調査 ◎

□地域住民への注意喚起
　　・口頭・チラシ配布など ◎
　　・防災無線放送など ◎ ◎ ◎
　　・広報車による周知など ○ ◎
□パトロール ◎
□地域住民の避難，交通整理 ◎

監視 □出没個体の監視・追跡
情報収集 □現場出動・調査 ◎

□地域住民への注意喚起
　　・口頭・チラシ配布など ○ ○ ◎
　　・防災無線放送の依頼など ○ ○ ◎
　　・広報車による周知など ○ ◎
□パトロール ◎
□地域住民の避難，交通整理 ◎

監視 □出没個体の監視・追跡
福祉課 安全確保 関係施設等への注意喚起 ◎ ◎ ◎

高齢者支援課 安全確保 関係施設等への注意喚起 ◎ ◎ ◎
子育て支援課 安全確保 近隣の保育園等への注意喚起 ◎ ◎ ◎
学校教育課 安全確保 近隣の幼稚園，小・中・高校への注意喚起 ◎ ◎ ◎

情報収集 □現場出動・調査 ○ ○ ◎
□出没個体の監視・追跡 ◎
□追い払い ○ ◎
□追い込み・緊急捕獲 ◎

情報収集 □現場出動・調査 ◎ ◎ ◎
□パトロール ○ ○ ◎
□広報 ◎
□地域住民の避難，交通整理 ◎
□出没個体の監視・追跡 ◎
□追い払い ◎
□追い込み・緊急捕獲 ◎

安全確保 県関係機関，関係施設，近隣市町村への注意喚起 ○ ○ ◎
捕獲 市へ助言等 ○ ○ ○

※記号凡例　　◎：対応　　○：必要に応じて対応

宇城地域振興
局林務課

宇城警察署
交番

駐在所

安全確保

監視
捕獲

対応レベルごとに関係機関が行う具体的対応

環境交通課 安全確保

宇土市鳥獣
被害対策
実施隊

監視
捕獲

安全確保
網田支所
網津支所

危機管理課 安全確保

役割 内容

連絡・調整

監視
捕獲

安全確保農林水産課
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【資料３】 住宅地等における有害鳥獣対応に係る連絡体制図

宇土市 農林水産課 

0964-22-1111（内線605） 出没情報 

①保育園等 

 （子育て支援課） 

②幼稚園，小・中・高校等 

 （学校教育課） 

 （宇城地域振興局林務課 

  →県教育委員会） 

③社会福祉施設 

 （福祉課，高齢者支援課） 

警察署 
宇城警察署 生活安全課

0964-33-0110（内線261） 

休日・夜間（内線210） 

関係機関 

宇土市 危機管理課 

0964-22-1111（内線212） 

宇土市 環境交通課 

0964-22-1111（内線518） 

市
民

 

宇土市 網田支所 

0964-27-1111（内線501） 

宇土市 網津支所 

0964-24-3211（内線523） 

宇土市鳥獣被害対策実施隊 

0964-22-1111（内線605） 出動 

出動 

出動 

住民の安全確保 

広報・巡回 

情報提供・出動依頼 

追い払い 

緊急捕獲時の対応 

実施隊・警察への出動依頼 

各支所への出動（初動）依頼 

関係機関への連絡・注意喚起 

有害鳥獣捕獲許可手続き，追い払い 

初動対応 

情報収集（鳥獣の確認） 

防災無線等を利用した注意喚起 

近隣住民の避難・誘導 

広報車による注意喚起・巡回 

初動対応 

情報収集（鳥獣の確認） 

近隣住民の避難・誘導 

広報車による注意喚起・巡回 

初動対応 

近隣住民の避難・誘導 

自治会への連絡 

初動対応 

近隣住民の避難・誘導 

自治会への連絡 

連 

携 

出 

動 
有害鳥獣出没時 

連絡体制図 

※人的被害が懸念される場合 

情報提供・出動依頼 

宇城地域振興局林務課 

0964-32-0628 

情報提供・対応協議 

-7-



【資料４】

住宅地等における有害鳥獣対応に係る緊急連絡網

関係機関 電話番号 内線番号 ＦＡＸ番号 備考
熊本県 宇城地域振興局林務課 0964-32-0628 0964-32-4345

熊本県警 宇城警察署 0964-33-0110 261
宇土交番 0964-22-0461

花園駐在所 0964-22-4084
網津駐在所 0964-24-3543
網田駐在所 0964-27-0014

宇土市 危機管理課 0964-22-1111 212 0964-23-6247
環境交通課 0964-22-1111 518 0964-22-6033
網田支所 0964-22-1111 501 0964-26-4333
網津支所 0964-22-1111 523 0964-26-3333
福祉課 0964-22-1111 410 0964-22-5155

高齢者支援課 0964-22-1111 413 0964-22-2925
子育て支援課 0964-22-1111 420 0964-46-5170
農林水産課 0964-22-1111 605 0964-22-6032
学校教育課 0964-22-1111 306 0964-23-1002

宇土市鳥獣被害対策実施隊 熊本県猟友会宇土支部

緊急連絡先一覧表（市・警察署・熊本県・猟友会）
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【資料５】

対象鳥獣

頭数・性別

対応機関
・

人数

対応状況

役割

検証
・

課題

日時

住宅地等における有害鳥獣対応に係る報告書

対応レベル

件名
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【資料６】

　周辺住民への注意喚起の文例

＜イノシシの場合＞
　○○の皆様へお知らせします。
　現在，○○町付近でイノシシの目撃情報があります。
　　・戸や窓を閉めて，できるだけ外出を控えてください。

　　・攻撃したり，威嚇したりしてはいけません。
　　・うり坊を見かけても，近づいてはいけません。
　イノシシを目撃した場合は，警察又は宇土市農林水産課林務水産係に連絡をお願いします。

＜ニホンザルの場合＞
　○○の皆様へお知らせします。
　現在，○○町付近でニホンザルの目撃情報があります。

　　・戸や窓を閉めて，できるだけ外出を控えてください。
　　・近づかない
　　・目を見つめない
　　・食べ物を見せない，与えない
　　・大声を出さない・おどかさない
　　・からかわない
　サルを目撃した場合は，警察又は宇土市農林水産課林務水産係に連絡をお願いします。

＜ニホンジカの場合＞
　○○の皆様へお知らせします。
　現在，○○町付近でニホンジカの目撃情報があります。
　　・戸や窓を閉めて，できるだけ外出を控えてください。
　　・シカは臆病な動物です。追いかけたり，大声で騒いだりなど刺激すると大変危険です。
　　・道路などに飛び出し，交通事故を引き起こす危険性があります。
　　・シカに出会ったら，静かに通り過ぎるのを待つか，慌てずにゆっくり後ずさりしてください。
　　　興奮させないように静かにシカから見えない場所に避難しましょう。
　　・刺激しないようにして，速やかにその場を立ち去りましょう。
　シカを目撃した場合は，警察又は宇土市農林水産課林務水産係に連絡をお願いします。

　　・イノシシを目撃したら，むやみに近づかず，興奮させないように静かにイノシシから見えな
　　　い場所に，背中を見せないよう避難しましょう。

　サルを目撃したら，むやみに近づかず，興奮させないように静かにサルから見えない場所に避
難しましょう。
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